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（４）後見人等への支援　（モニタリング・バックアップ）

　国基本計画では、利用者にメリットのある制度運用を担保するための方策の一つとして、家
庭裁判所による後見監督を日常的に地域の側から補強するものとして、成年後見人等選任後の
本人（被後見人）と成年後見人等、家族、支援者等がチームとなって、後見開始後も見守りや
支援を継続していくことがあげられており、こうした個別の支援チームづくりやチームによる
モニタリング等をアレンジ・状況把握していくことが、新たに位置づけられた中核機関の機能
の一つとして明確に示されました。このように本人を支援の中心に置くことも、今回示された
重要なポイントと言えます。

　成年後見人等を支援することが、どのように本人のメリットにつながるのでしょうか。それ
は、日常的に本人や成年後見人等を見守り，本人の変化等によって生じてくる成年後見人等の
相談にきちんと対応（適切なところに繋いでいく）することで，より本人の意思や価値観に沿っ
た後見事務が可能となる（＝的確な権利擁護の実現）と考えられるからです。その結果として，
成年後見人等の理解不足等から生じる不正が起きにくくなり，また，不正が起きても早期に発
見できるという効果が生じることになります。

後見人等支援の場面における家庭裁判所との連携
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